
10 

 

〇 具体的には、以下のとおりです。 

 

 

 

問２－８ 制度拡充後（令和６年 10月以降）に令和４年又は令和５年の所得更正があり、

所得限度額以上となった場合について、一度受給資格を消滅させ、新たに認定請求

をしてもらうこととなるか。 

（答） 

〇 改正法施行後の児童手当の受給者について、令和４年度又は令和５年度の所得更正が行

われた結果、現行法の所得限度額以上となった場合については、新たに認定請求をしてい

ただく必要はありません。この場合、当該者が監護・生計要件を満たす限りは、引き続き

改正法施行後の受給資格を認めて差し支えありません。 

〇 ただし、改正法施行前の児童手当の受給資格については、所得更正によって遡及して消

滅するため、改正法施行前の当該消滅する受給資格に係る受給額については返還していた

だく必要があります。 

〇 なお、拡充後の支給額と返還金は、法第 13 条に基づく内払調整をして差し支えありま

せん。 

 

 

問２－９ 現行制度において所得更正等により、受給資格を喪失し、返還請求の対象となっ

た者が、当該返還をしないまま、令和６年 10 月以降、認定請求をした場合、どの

ように対応すればよいか。 

（答） 

〇 お尋ねのケースについては、新規認定請求を受け付け、改正後の規定に基づく受給資格

を認定して差し支えありません。 

〇 なお、拡充後の支給額と返還金は、法第 13 条に基づく内払調整をして差し支えありま

せん。 

総所得金額、退職所得金
額及び山林所得金額

地方税法第313条第1項

＋

土地等に係る事業所得等
の金額

地方税法附則第33条の3第5項

＋

長期譲渡所得の金額 地方税法附則第34条第4項

＋

短期譲渡所得の金額 地方税法附則第第35条第5項

＋

先物取引に係る雑所得等
の金額

地方税法附則第35条の4第4項

＋

特例適用利子等
外国居住者等の所得に対する相互主
義による所得税等の非課税等に関す
る法律第8条第2項

＋

特例適用配当等
外国居住者等の所得に対する相互主
義による所得税等の非課税等に関す
る法律第8条第4項

＋

条約適用利子等
租税条約等の実施に伴う所得税法、
法人税法及び地方税法の特例等に関
する法律第3条の2の2第10項

＋

条約適用配当等
租税条約等の実施に伴う所得税法、
法人税法及び地方税法の特例等に関
する法律第3条の2の2第12項


